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総
務
・
建
設
関
係

除
雪
作
業
委
託

除
雪
作
業
委
託

問　

除
雪
作
業
委
託
料
の
内

容
、
積
算
根
拠
は
、
想
定
外

の
事
態
の
場
合
の
対
応
は
、

合
併
前
と
の
比
較
は
。

答　

除
雪
作
業
委
託
料
は
、

市
道
３
５
３
路
線
、
約
２
２

１
㎞
の
１
回
分
で
、
秩
父
４

５
１
万
８
千
円
・
吉
田
地
区

１
２
０
万
円
・
大
滝
地
区
１

０
０
８
万
円
・
荒
川
地
区
２

０
３
万
円
、
全
体
で
１
８
５

４
万
８
千
円
。
不
足
の
場
合

は
、
他
か
ら
の
流
用
、
予
備

費
で
補
う
。

　

合
併
前
は
旧
秩
父
99
万

円
・
旧
吉
田
町
20
万
円
・
旧

大
滝
村
１
２
０
万
円
・
旧
荒

川
村
２
０
０
万
円
で
、
合
計

で
４
３
９
万
円
で
あ
っ
た
。

本
庁
舎
等
の
建
設

本
庁
舎
等
の
建
設

問　

庁
舎
・
市
民
会
館
の
建

設
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
市
民
に
案
内
さ
れ
て
い
た

の
は
、
市
長
選
公
約
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
49
億
円
。
こ

れ
が
、
今
月
初
め
の
新
聞
紙

上
で
９
億
円
ア
ッ
プ
の
58
億

円
（
舞
台
・
音
響
設
備
を
加

え
る
と
63
億
円
）
と
な
る
と

の
報
道
が
さ
れ
、
市
長
自
身

「
予
想
以
上
の
額
で
市
民
に

い
か
に
理
解
し
て
い
た
だ
く

か
悩
ん
で
い
る
」「
数
字
か

ら
言
え
ば
、（
公
約
違
反
）

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
数
字
。
市
民
説

明
会
を
も
経
な
い
段
階
で
の

継
続
費
の
計
上
は
「
手
続
き

上
、
順
序
が
違
う
」
と
の
指

摘
が
あ
る
が
い
か
が
か
。

答　

市
民
説
明
会
に
つ
い
て

は
、
４
月
の
下
旬
を
目
指
し

て
改
め
て
説
明
会
を
開
催
す

る
よ
う
計
画
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
４
月
の
市
報
で
事
業

の
概
要
に
つ
い
て
掲
載
し
、

市
民
説
明
会
の
案
内
に
つ
い

て
も
お
知
ら
せ
を
す
る
予
定
。

着
ぐ
る
み
制
作
委
託

着
ぐ
る
み
制
作
委
託

問　

着
ぐ
る
み
製
作
の
時
系

列
の
予
定
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

答　

平
成
26
年
度
公
募
に
よ

る
秩
父
市
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
作
成
事
業
を
計
画
し

て
い
る
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、

４
月
か
ら
募
集
要
項
を
定
め

て
、
そ
の
後
６
月
〜
８
月
に

か
け
て
市
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
広
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

デ
ザ
イ
ン
の
募
集
を
行
い
、

審
査
を
経
て
10
月
に
は
デ
ザ

イ
ン
を
決
定
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。
製
作
に
か

か
る
費
用
は
デ
ザ
イ
ン
に

よ
っ
て
変
わ
る
が
、
１
体
50

万
円
程
度
と
し
て
、
消
費
税

等
を
含
め
て
54
万
円
を
計
上

し
た
。
な
お
、
製
作
し
た
着

ぐ
る
み
は
、
市
内
の
イ
ベ
ン

ト
は
も
ち
ろ
ん
市
外
で
行
わ

れ
る
イ
ベ
ン
ト
等
に
参
加
し

て
、
秩
父
市
の
Ｐ
Ｒ
に
活
用

し
て
い
く
。

生
活
産
業
関
係

生
活
・
環
境

生
活
・
環
境

問　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金

助
成
金
の
内
訳
に
つ
い
て
。

答　

市
内
の
中
小
事
業
者
の

振
興
を
目
的
と
し
た
制
度
で
、

平
成
15
年
度
か
ら
実
施
し
て

い
る
。
公
平
性
の
観
点
か
ら

助
成
は
１
回
限
り
だ
が
、
補

助
率
10
％
、
限
度
額
15
万
円

で
あ
る
。
延
べ
３
９
２
６
件

の
申
請
を
受
け
て
い
る
が
、

申
請
件
数
は
年
々
減
少
傾
向

で
あ
る
。
25
年
度
の
交
付
件

数
は
辞
退
等
も
あ
り
１
４
９

件
。
26
年
度
の
予
算
は
平
均

し
て
約
12
万
円
を
１
４
０
件

分
、
約
10
万
円
を
７
件
分
、

合
計
１
７
５
０
万
円
を
計
上
。

対
象
の
工
事
等
を
み
て
も
県

内
で
も
有
利
な
助
成
制
度
な

の
で
、
今
後
も
利
用
促
進
に

努
め
て
い
き
た
い
。

問　

野
良
猫
対
策
補
助
金
の

内
容
に
つ
い
て
。

答　

こ
の
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
名
称
を
「
秩
父
市
飼
い

主
の
い
な
い
猫
の
不
妊
・
去

勢
手
術
費
補
助
金
」
と
し
て
、

市
内
に
す
む
野
良
猫
に
、
市

内
の
動
物
病
院
で
不
妊
・
去

勢
手
術
を
受
け
さ
せ
る
市
民

に
対
し
、
手
術
費
用
の
一
部

を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
補
助
金
に
係
る
補
助

額
は
、
不
妊
手
術
１
匹
に
つ

き
８
千
円
、
去
勢
手
術
に
は

３
千
円
を
補
助
す
る
も
の
で
、

動
物
病
院
の
協
力
も
あ
り
、

申
請
者
は
猫
１
匹
に
つ
き
７

千
円
の
負
担
で
手
術
を
受
け

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
補
助
金
を
制
度
化
し

た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
市
に

寄
せ
ら
れ
る
野
良
猫
に
関
す

る
相
談
や
苦
情
が
徐
々
に
増

え
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
猫
の
強
い
繁

殖
力
に
よ
っ
て
野
良
猫
が
増

え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

市
と
し
て
は
、
野
良
猫
の
繁

殖
を
抑
制
し
、
猫
関
連
の
ト

ラ
ブ
ル
を
減
ら
し
て
い
く
こ

と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
く
。

文
教
福
祉
関
係

福
祉
・
子
育
て

福
祉
・
子
育
て

問　

幼
稚
園
預
か
り
保
育
支

援
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
。

答　

私
立
幼
稚
園
に
お
い
て
、

市
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
く

保
育
に
欠
け
る
児
童
の
預
か

り
保
育
に
要
す
る
経
費
に
対

し
て
補
助
を
実
施
す
る
も
の

で
あ
る
。
補
助
対
象
の
幼
稚

園
は
、
秩
父
ふ
た
ば
幼
稚
園
、

秩
父
国
際
幼
稚
園
、
秩
父
ほ

う
し
ょ
う
幼
稚
園
（
秩
父
市

居
住
者
分
）
を
予
定
。
補
助

基
準
額
は
、
保
育
に
欠
け
る

子
１
人
に
つ
き
月
額
で
、
０

歳
児
が
1
0
万
７
千
円
で
１

歳
児
と
２
歳
児
が
５
万
７
千

円
、
満
３
歳
児
が
１
万
１
千

円
、
４
歳
児
と
５
歳
児
が
９

千
円
で
あ
り
、
26
年
度
中
に

各
幼
稚
園
に
お
い
て
、
保
育

に
欠
け
、
か
つ
、
預
か
り
保

育
の
利
用
が
想
定
さ
れ
る
児

童
数
を
基
に
算
出
し
た
２
７

５
５
万
２
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ

県
が
４
分
の
３
（
２
０
６
６

万
４
千
円
）、
市
が
４
分
の

１
（
６
８
８
万
８
千
円
）
の

補
助
率
に
よ
り
予
算
計
上
し

た
。

問　

認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚

園
預
か
り
保
育
支
援
事
業
補

助
金
に
つ
い
て
。

答　

私
立
認
定
こ
ど
も
園
の

幼
稚
園
機
能
部
分
に
在
籍
し
、

※３月定例会（３月７日から３月24日まで開催）では、26年度の各会計予算を含めた市長提
出議案47件のほか、議員提出議案７件、請願１件を審議しました。

※26年度一般会計予算に係わる質疑、各議案に対する討論の主な内容は下記のとおりです。

26年度の秩父市の予算が決定26年度の秩父市の予算が決定

（吉田総合支所３階）
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市
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
く

保
育
に
欠
け
る
児
童
の
預
か

り
保
育
に
要
す
る
経
費
に
対

し
て
補
助
を
実
施
す
る
も
の

で
あ
る
。
補
助
対
象
の
認
定

こ
ど
も
園
と
し
て
は
、
秩
父

幼
稚
園
、
秩
父
緑
ガ
丘
幼
稚

園
、
大
畑
幼
稚
園
、
秩
父
さ

く
ら
幼
稚
園
を
予
定
し
て
い

る
。
補
助
基
準
額
は
、
保
育

に
欠
け
る
子
１
人
に
つ
き
月

額
で
、
２
歳
児
が
４
万
６
千

円
、
３
歳
児
が
１
万
１
千
円
、

４
歳
以
上
児
が
９
千
円
で
あ

り
、
平
成
26
年
度
中
に
認
定

こ
ど
も
園
の
幼
稚
園
機
能
部

分
に
在
籍
し
、
保
育
に
欠
け
、

か
つ
、
預
か
り
保
育
の
利
用

が
想
定
さ
れ
る
児
童
数
を
基

に
算
出
し
た
２
０
５
５
万
６

千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
県
が
４
分

の
３
（
１
５
４
１
万
７
千

円
）、
市
が
４
分
の
１
（
５

１
３
万
９
千
円
）
の
補
助
率

に
よ
り
予
算
を
計
上
し
た
。

問　

幼
稚
園
預
か
り
保
育
改

修
事
業
補
助
金
の
内
容
は
。

答　

こ
の
補
助
金
は
平
成
26

年
度
に
幼
稚
園
預
か
り
保
育

支
援
事
業
を
実
施
す
る
た
め

に
、
園
舎
の
改
修
、
調
理
室

の
新
設
・
改
修
、
備
品
購
入

費
等
に
か
か
る
経
費
に
対
し
、

補
助
を
実
施
す
る
も
の
で
あ

る
。
補
助
対
象
の
幼
稚
園
は
、

秩
父
ふ
た
ば
幼
稚
園
お
よ
び

秩
父
国
際
幼
稚
園
の
２
園
を

予
定
し
て
い
る
。
改
修
費
等

に
対
す
る
補
助
と
し
て
、
補

助
基
準
額
は
１
園
に
対
し
２

１
９
０
万
円
と
し
、
う
ち
、

県
と
市
を
あ
わ
せ
た
補
助
率

の
12
分
の
９
を
乗
じ
た
１
６

４
２
万
５
千
円
の
２
園
分
３

２
８
５
万
円
（
県
が
２
９
２

０
万
円
、市
が
３
６
５
万
円
）

の
歳
出
予
算
を
予
定
し
て
い

る
。

　

な
お
、
こ
の
補
助
金
を
受

け
事
業
を
実
施
す
る
私
立
幼

稚
園
に
あ
っ
て
は
、
事
業
開

始
後
５
年
間
以
内
に
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
ま
た
は

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
へ

移
行
す
る
こ
と
が
交
付
の
条

件
と
さ
れ
て
い
る
。

学
校
・
図
書
館

学
校
・
図
書
館

問　

学
校
司
書
教
諭
補
助
員

配
置
事
業
２
５
０
９
万
９
千

円
の
事
業
内
容
は
。

答　

25
年
度
小
学
校
中
心

だ
っ
た
司
書
教
諭
補
助
員
の

配
置
を
26
年
度
は
小
学
校
全

校
お
よ
び
中
学
校
８
校
、
計

21
人
に
増
や
す
。
予
算
額
も

約
１
８
０
０
万
円
か
ら
約
２

５
０
０
万
円
に
増
額
と
な
っ

た
。

問　

25
年
よ
り
全
小
学
校
と

一
部
の
中
学
校
で
取
り
組
ん

で
い
る
学
校
図
書
館
活
性
化

事
業
の
成
果
に
つ
い
て
。

答　

学
校
図
書
館
活
性
化
の

効
果
と
し
て
は
、
司
書
教
諭

補
助
員
に
市
立
図
書
館
司
書

が
本
の
整
理
、
あ
る
い
は
読

み
聞
か
せ
な
ど
の
研
修
指
導

を
継
続
的
に
行
な
っ
た
結
果
、

い
つ
で
も
利
用
で
き
る
学
校

図
書
館
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

確
実
に
読
書
好
き
な
子
供
が

増
え
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

反　

対

　

反　

対

議
案
第
28
号
に
つ
い
て

　

反
対
理
由
は
、
消
費
税
分

が
転
嫁
さ
れ
た
使
用
料
等
を

反
映
し
た
予
算
で
あ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
市
長
選
挙
時
の
公

約
で
あ
る
49
億
円
か
ら
大
幅

に
ア
ッ
プ
し
、
舞
台
・
音
響

設
備
を
加
え
れ
ば
63
億
円
に

も
な
る
と
い
う
市
役
所
本
庁

舎
等
建
設
工
事
費
が
、
議
会

側
が
求
め
て
き
た
市
民
へ
の

説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
な
い

ま
ま
平
成
26
・
27
年
度
の
継

続
費
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
大
規
模
雪
害
後
の

市
民
意
識
の
動
向
に
鑑
み
て

も
、
説
明
責
任
を
果
た
す
と

と
も
に
、
何
ら
か
の
形
で
市

民
と
の
合
意
形
成
を
図
り
直

し
た
上
で
提
案
す
べ
き
。
本

庁
舎
等
の
建
設
費
に
多
額
の

予
算
を
計
上
し
て
い
る
反
面
、

市
民
生
活
に
配
慮
し
た
予
算

と
は
言
い
難
く
、
反
対
。

　

賛　

成

　

賛　

成

議
案
第
８
号
、
９
号
、
16
号

及
び
28
号
に
つ
い
て

　

消
費
税
増
税
に
伴
う
市
の

施
設
の
利
用
料
金
の
改
定
は
、

国
の
政
策
に
よ
っ
て
発
生
す

る
問
題
で
あ
る
。

　

今
回
の
消
費
税
増
税
は
、

年
々
上
昇
す
る
福
祉
関
連
の

予
算
の
増
加
に
よ
っ
て
、
国

家
財
政
は
相
当
苦
し
い
状
況

で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
財

政
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
状

態
と
な
る
。

　

消
費
税
増
税
は
国
民
生
活

に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
も

の
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
上
げ

た
く
な
い
が
、
し
か
し
現
在

の
国
家
財
政
等
を
考
え
る
と

上
げ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断

す
る
。

　

福
祉
関
連
の
予
算
に
対
応

す
る
こ
と
に
な
る
と
、
残
念

な
が
ら
市
が
管
理
す
る
施
設

も
例
外
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、

今
回
の
条
例
改
正
や
予
算
は

妥
当
な
も
の
と
判
断
し
て
賛

成
す
る
。

　

反　

対

　

反　

対

議
案
第
８
号
、
９
号
、
16
号
、

18
号
、
22
号
、
32
号
、
33
号

及
び
34
号
に
つ
い
て

　

い
ず
れ
も
消
費
税
増
税
に

対
応
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
消
費
税
増
税
は
、
暮
ら

し
も
経
済
も
財
政
さ
え
も
破

壊
す
る
恐
れ
が
大
き
い
の
で

中
止
す
べ
き
だ
。
ま
た
納
付

義
務
の
な
い
消
費
税
分
を
手

数
料
や
使
用
料
に
上
乗
せ
し

て
徴
収
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
の
で
反
対
す
る
。

議
案
第
12
号
に
つ
い
て

　

年
金
支
給
額
の
減
額
な
ど

高
齢
者
福
祉
施
策
が
後
退
す

る
中
で
、
さ
さ
や
か
な
祝
い

金
を
減
額
す
る
こ
と
に
反
対

す
る
。

議
案
第
19
号
及
び
20
号
に
つ

い
て

　

介
護
保
険
法
の
改
悪
に
よ

る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス

の
後
退
、
地
方
へ
の
丸
投
げ

の
受
け
皿
と
し
て
の
条
例
制

定
で
あ
り
反
対
す
る
。

議
案
第
24
号
に
つ
い
て

　

19
・
20
号
の
制
定
に
対
応

す
る
内
容
の
も
の
で
、
19
・

20
号
に
反
対
の
立
場
か
ら
反

対
す
る
。

議
案
第
28
号
に
つ
い
て

　

手
数
料
・
使
用
料
な
ど
は
、

消
費
税
増
税
を
転
嫁
す
る
内

容
と
な
っ
て
い
る
、
学
校
給

食
費
補
助
金
及
び
多
子
世
帯

子
育
て
助
成
金
の
廃
止
等
、

を
含
む
内
容
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
反
対
す
る
。

議
案
第
29
号
、
30
号
及
び
31

号
に
つ
い
て

　

29
号
で
は
前
期
高
齢
者
の

自
己
負
担
割
合
の
増
大
、
31

号
で
は
軽
度
者
へ
の
サ
ー
ビ

ス
切
捨
て
な
ど
を
含
ん
で
お

り
、
制
度
そ
の
も
の
の
抜
本

的
見
直
し
を
求
め
る
立
場
か

ら
反
対
す
る
。

議
案
第
37
号
に
つ
い
て

　

浦
山
ダ
ム
建
設
事
業
割
賦

負
担
金
と
、
浦
山
ダ
ム
資
産

税
と
の
関
係
に
不
合
理
な
問

題
が
あ
る
こ
と
か
ら
反
対
す

る
。

　

賛　

成

　

賛　

成

議
案
第
28
号
に
つ
い
て

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
）
の
導

入
趣
旨
は
、
住
民
の
利
便
性

の
向
上
や
、
公
平
・
公
正
な

社
会
を
実
現
す
る
た
め
だ
と

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
懸
念
さ
れ
て
い
る

個
人
情
報
の
漏
え
い
や
悪
用

に
対
し
て
は
、
利
用
範
囲
や

情
報
連
携
の
範
囲
を
法
律
に

規
定
し
目
的
外
使
用
を
禁
止

し
、
成
り
す
ま
し
防
止
の
た

め
に
、
個
人
番
号
の
み
で
の

本
人
確
認
を
禁
止
す
る
な
ど

の
措
置
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

安
全
対
策
が
施
さ
れ
た
公

平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す

る
た
め
の
「
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
」
に
つ
い
て
、
そ

の
導
入
に
向
け
た
今
回
の
予

算
措
置
に
賛
成
す
る
。

３月定例会本会議の様子

討　
　

論

討　
　

論
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● 

人
事
案
件

　

秩
父
市
副
市
長
の
選
任
、
秩
父
市
教

育
委
員
会
委
員
の
任
命
、
秩
父
市
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
お

よ
び
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
、
市
議
会
は

次
の
方
を
適
任
と
認
め
同
意
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。

秩
父
市
副
市
長

　

横
井　

隆
幸
（
金
室
町
）

秩
父
市
教
育
委
員
会
委
員

　

久
保　

禮
子
（
栃
谷
）

秩
父
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

　

濵
田　

雄
司
（
桜
木
町
）

　

島
﨑　

幸
二
（
荒
川
日
野
）

　

松
本　

健
次
（
上
町
）

　

笠
原　

秀
明
（
荒
川
上
田
野
）

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

　

井
原　

映
子
（
大
野
原
）

　

髙
野　

豊
子
（
滝
の
上
町
）

市民ク：市民クラブ　彩政会：彩政会　共産党：日本共産党秩父市議団
公明党：公明党　新風：新風　無会派：会派に属さない議員
※議長は人数に含まれていない。

会派ごとの賛否
　

８
人

市
民
ク

　

６
人

彩
政
会

　

４
人

共
産
党

　

２
人

公
明
党

　

２
人

新　

風

　

１
人

無
会
派議案番号 議案等の件名 議決結果

第 1号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 2号 指定管理者の指定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 3号 辺地に係る総合整備計画の変更について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 4号 新市まちづくり計画の変更について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 5号 市長政治倫理条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 6号 市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の
一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 7号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部
改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 8号 クラブハウス２１条例等の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ×

第 9号 聖地公園条例の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ×

第 10号 社会教育委員設置条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 11号 青少年問題協議会条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 12号 敬老祝金支給条例の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 13号
重度心身障害者医療費支給に関する条例及び市議
会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関す
る条例の一部改正

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 14号 準用河川管理条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 15号 市営住宅条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 16号 都市公園条例の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ×

第 17号 学童保育室条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 18号 市立病院使用料及び手数料条例及び大滝国保診療所使用料及び手数料条例の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 19号 地域包括支援センターによる包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 20号
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準等を定める条例

原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 21号 工場立地法地域準則条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 22号 25 年度一般会計補正予算（第５回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 23号 25 年度国民健康保険特別会計補正予算（第３回）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 24号 25 年度介護保険特別会計補正予算（第３回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 25号 25 年度下水道事業特別会計補正予算（第３回） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 26号 25年度戸別合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第３回） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 27号 25 年度市立病院事業会計補正予算（第３回） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

会派ごとの賛否
　

８
人

市
民
ク

　

６
人

彩
政
会

　

４
人

共
産
党

　

２
人

公
明
党

　

２
人

新　

風

　

１
人

無
会
派議案番号 議案等の件名 議決結果

第 28号 26 年度一般会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ×

第 29号 26 年度国民健康保険特別会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 30号 26 年度後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 31号 26 年度介護保険特別会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 32号 26 年度下水道事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 33号 26 年度農業集落排水事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 34号 26 年度戸別合併処理浄化槽事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 35号 26 年度公設地方卸売市場特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 36号 26 年度駐車場事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 37号 26 年度水道事業会計予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

第 38号 26 年度市立病院事業会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 39号 26 年度一般会計補正予算（第１回） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 40号 副市長の選任について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 41号 教育委員会委員の任命について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 42号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案可決 ○ ○ ○ ○ 1/2 ○

第 43号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 44号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 45号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 46号 人権擁護委員候補者の推薦について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 47号 人権擁護委員候補者の推薦について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
員
提
出
議
案

議会委員会条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

食の安心・安全の確立を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化
を求める意見書 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

重度心身障害者医療費助成制度の見直しに関する
意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

消費税増税の実施中止を求める意見書 否決 × × ○ × × ○

「特定秘密保護法」の撤廃を求める意見書 否決 × × ○ × × ○

請
願

介護保険要支援者への保険給付を継続するよう国
に意見書の提出を求める請願
【付託先：文教福祉委員会】

不採択 × × ○ × × ○

３月定例会で審議した議案、請願の結果３月定例会で審議した議案、請願の結果

○：賛成　×：反対　○ /○：賛成人数／会派人数

●市議会を傍聴してみませんか●
６月定例会について

　平成 26 年６月定例会の日程につ
きましては、４月 20 日の「秩父市
議会議員選挙」により、議員の改選
が行われたため、現時点では未定で
す。５月中旬頃には日程が決まりま
すので、ホームページでご確認いた
だくか、議会事務局までお問い合わ
せください。
　秩父市議会事務局

電話：0494-72-2122　


